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　本市では平成 28年に「第 2次八幡浜市総合計画」を策定し、市民・事業者・行政が連携し

てまちづくりを進めてきました。しかし、少子高齢化や人口減少といった根本的な課題に加え、

デジタル技術の進化など社会環境は激変しています。こうした現状を受け止め、八幡浜の持つ

豊かな地域資源を最大限に活用し、次世代へ誇れる「持続可能なふるさと」を共に築き上げる

ため、新たな「第 3次八幡浜市総合計画」を策定しました。

計画の要旨

計画の構成と期間

■第３次八幡浜市総合計画の構成

「基本構想」

■計画期間

重点戦略
（総合戦略）

　市政の長期にわたる根幹的な施策に関する構想で、計画期間は

令和８年度～令和 17年度の 10年間です。

「基本計画」
　基本構想を実現するために、前期と後期の各５年間にわ

たって取り組む施策の内容について示したものです。　

重点施策
（総合戦略）

　地域活性化のための重点施策を「総合戦略」として

位置づけています。

「実施計画」
　基本計画に基づいた、具体的な事業について示

したもので、別途作成します。計画期間は３年間

とし、毎年度見直しを行っていきます。

●

●

●

●

基本構想 10年（令和８年度～令和 17年度）

基本計画（前期）5年　　　　　　　基本計画（後期）5年

実施計画 3年（毎年度見直し）
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目標人口（人口ビジョン）

将来都市像

　人口減少という課題に立ち向かうため、市民一人ひとりが持つ個性や経験といった「輝き」を、

「協創」の精神でまち全体の力として結集します。誰かに委ねるのではなく、自らの手で未来

を築くという強い意志を持ち、愛着と誇りを込めた「ふるさと」を、環境や財政にも配慮した

持続可能な地域社会として実現することを目指します。

基本理念

一人ひとりの輝きを力に未来を創る　
持続可能なふるさと八幡浜

　あおの輝き オレンジの温もり みどりの息吹
世界と響きあう交流拠点都市

　八幡浜の原風景である「あお・オレンジ・みどり」の三色は、それぞれ豊かな宇和海と四国

の西の玄関口としての誇り、太陽の恵みであるみかんと四国で初めて電灯が灯った歴史や温か

い人情、そして段々畑の生命力と先人たちの営みを象徴しています。これを基に「世界と響き

あう交流都市」として、国際的な交流から新たな価値を生み出すまちを目指します。
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■将来人口推計

　人口ビジョンの目標値に基づいて

人口減少の抑制に取り組むと同時に、

人口の変化に対応したまちづくりを

進めます。

2060年目標人口

19,000人以上

23,147 

20,495 

11,842 

24,433 

22,818 

19,628 

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

（人）

社人研推計（今回）

目標人口（人口ビジョン）



２ 健康・福祉　～誰もが安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり～

１ こども・教育　～学びを通じて未来を拓く人づくり～

基本計画：まちづくりの８つの方針（政策分野）

①サービス種別毎の評価及び課題評価 ②地域包括ケア体制の拡充 

③介護予防・生活支援サービスの提供 ④高齢者の住まいの安定的な確保 ⑤高齢者の就業支援

①生活支援・福祉サービスの充実 ②就労支援の促進 ③地域社会への参加促進

④交流・ふれあい活動の推進

施策１：子育て支援の推進

①保育サービスの充実 ②放課後における子育て支援の拡充

③地域こども・子育て支援事業の充実

④児童の医療費無料化の継続（ひとり親家庭医療費助成含む）

①学校統廃合 ②施設整備 ③教育支援 ④地域食材の積極的な活用

施策２：学校教育の充実

①結婚支援の充実 ②安心して妊娠・出産できる環境づくり

施策３：若者の希望を叶える環境づくり

施策１：健康で生きがいに満ちた高齢社会の実現

施策２：障がい者の自立と社会参加

①健康づくりと生活習慣病予防 ②母子保健の充実 

③精神保健と健康危機管理 ④食育の推進

①市立病院の充実 ②救急医療の充実 ③地域医療の充実

施策３：健康づくりの推進

施策４：医療体制の充実
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４ 消防・防災　～命と暮らしを守る安全なまちづくり～

３ 産業・観光　～地域資源を活かした産業と観光のまちづくり～
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①南海トラフ地震に対する備え ②事前復興計画の策定

③ハード整備による防災・減災力の強化 ④自助・共助を支える地域防災力の向上

⑤情報伝達・医療救護体制の充実 ⑥原子力災害に対応した防災体制の強化

①消防団員確保と組織力強化 ②消防団施設・装備等の整備充実

③防災体制の充実と火災予防の推進

①産地の維持 ②農家の所得向上　③鳥獣害対策　④山林の適正管理

①漁業者支援と担い手確保 ②生産・流通基盤の整備 

③水産資源の保全と技術研究 ④魚食文化の継承と消費拡大

①中小企業の経営改善・安定化に向けた支援 ②新規創業・事業拡大に対する支援

③中心市街地の活性化とにぎわい創出 ④外部連携の強化による地域経済の基盤強化　

⑤移動が困難な方への買い物支援

①交通安全教育・啓発の推進 ②交通安全施設の整備・環境改善　

③青少年の健全育成と防犯活動

①消費生活相談員等のレベルアップ ②地域社会における消費者問題解決力の強化

施策１：農林業の振興

施策２：水産業の振興

施策３：商工業の振興

①雇用環境の改善と勤労者福祉の充実 ②企業誘致の戦略的推進 ③若者の地元就職促進

①交流人口の拡大 ②地域資源の知名度向上 ③サイクリングによるまちづくり

④宿泊施設の整備・インバウンド対応

施策４：雇用の場の確保

施策５：観光の推進

施策１：防災・減災対策の推進

施策２：消防・救急体制の充実

施策３：防犯と交通安全対策の推進

施策４：消費者保護の推進



６ 交通・都市基盤　～安全で快適な暮らしを支える基盤づくり～

５ 環境・景観　～未来につなぐ、美しく持続可能な環境づくり～

施策５：効果的な土地利用及び施設配置

施策４：上・下水道の機能確保

施策３：港湾の整備及び機能維持

施策２：道路の整備及び機能維持

施策１：交通手段の維持・確保

施策３：循環型社会の実現

施策２：景観の保全

施策１：自然環境の保全

①「大洲・八幡浜自動車道」の全線開通に向けた取組の推進　

②国道 378号や主要県道等の整備促進 ③利便性の向上と歩行者の安全確保

④定期的な道路パトロール及び計画的な道路舗装の実施

⑤優良な起債の活用及び新たな財源確保に関する情報収集

①市中心部の「わかりやすさ」向上 ②情報提供と利用機会の創出

③地域で支える持続可能な交通

①ゼロカーボンシティに向けた取組の推進 ②自然と共生するまちづくりの推進

③参加と協働の促進

①景観保全の推進 ②公園の整備

①電気式生ごみ処理機の購入補助 ②紙製品のリサイクル強化

③ペットボトルとプラスチック製容器包装の分別回収

①水道施設・管路の耐震化と更新 ②下水道施設の維持管理・長寿命化

③公営企業会計に基づく経営健全化

①計画的な都市整備の推進 ②地籍調査成果の活用

①老朽化施設の適切な管理・維持・更新

②港湾埠頭用地及び関連施設の整備 ③大規模災害に対応した防災拠点機能の強化
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８ 連携・行財政運営　～持続可能な協働のまちづくり～

７ 生涯学習・文化・スポーツ　

施策５：シティプロモーションの促進

施策４：公共施設等の適正かつ効率的な管理運営

施策３：健全財政の維持

施策２：ＤＸの推進

施策１：協働・連携の推進

施策４：人権学習の推進

施策３：自己学習・教養の場づくり

施策２：文化の継承及び活用

施策１：スポーツの推進

①クラウドの活用 ②行かなくてもいい、待たない、書かない「スマート市役所」の実現

③誰もがデジタルと“仲良く”なれる伴走支援 ④新たな技術を活用した賢い行政運営

①多様な主体との協働推進 ②男女共同参画、多文化共生の推進 ③公民連携・広域連携の推進

①こどものスポーツ機会の充実 ②ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

③住民が主体的に参画するスポーツ環境の整備 ④スポーツ関連情報の発信

①教育文化施設の活用 ②文化財の公開 ③市史史料・民俗資料の充実

④歴史的建造物等を活用した地域づくり

①学習環境と図書館機能の充実 

②読書・学習活動の推進と地域拠点の整備　

③芸術文化の拠点としての美術館の活用
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～学び・文化・スポーツで誰もが輝くまちづくり～

①学校・地域での人権教育の推進 ②行政における取組の推進　

③市民意識の把握と施策への反映

①公共施設・公有財産の基盤整備と計画的管理 ②公共施設の統廃合・跡地等の有効活用

③地域課題解決とまちづくり施策への展開

①地域の魅力を伝える情報発信の強化 ②シビックプライドの醸成

③「八幡浜ファン」と繋がる関係人口の創出・拡大

①国・県補助金・優良起債等の効果的活用 ②自主財源の安定確保と収入基盤の強化

③公共サービス経営と補助制度の適正化



もっと詳しく知りたいときは

本計画のフルバージョン（本編）や、詳細なデータ集（資料編）は、市ホームページや市役所

窓口でご覧いただけます。

【お問い合わせ】 八幡浜市 総務企画部 政策推進課（地方創生係）

住　所： 〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目 1番 1号

電　話： 0894-22-3111（代表）

ホームページ： https://www.city.yawatahama.ehime.jp/

ー　７　ー

八幡浜市役所ホームページ第３次八幡浜市総合計画

策定体制

この計画は、学識経験者や各種団体の代表者だけでなく、アンケートやワークショップを通じ

て、多くの市民の皆様からいただいた貴重なご意見をもとに作り上げられました。

●市民アンケート・高校生アンケート　18歳以上の市民 2,000名および市内の高校生を対象

に、今の八幡浜への思いや将来への希望を調査しました。

●市民ワークショップ　子育て世代や各種団体の皆様に集まっていただき、具体的なまちづく

りのアイデアを出し合いました。

●パブリックコメント（意見公募）　計画案を広く公表し、市民の皆様から直接、改善案や提

言をいただきました。

●総合計画審議会　外部有識者等の専門的な視点から、計画の内容を深く審議・検討しました。

計画の策定体制と未来へのバトン

978
長方形


